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１ 公債費負担適正化計画の策定経緯 

  地方債制度にあっては、平成１８年度において「許可制度」から「協議制度」に移行したことに

伴い、普通会計から公営企業までを包括した公債費による財政負担の程度を客観的に示し、実質的

な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合を表す「実質公債費比率」という新

しい財政指標が導入されたところである。 

  本市においては、平成１６年度から平成１８年度までの３か年平均となる実質公債費比率が１９．

０％であり、「地方債同意等基準」に規定する実質公債費比率１８％を上回る状況となったところ

である。 

これを受け「公債費負担適正化計画」を策定し、実質的な公債費負担の適正な管理を計画的に

行うものである。 

 

 

２ 実質公債費比率が高い要因 

  普通会計における公債費の負担にあっては、平成１８年度をピークに減少傾向にあるものの、財

政運営の硬直性の高まりを示す公債費負担比率※１は２１．１％となっており、危険ラインとされ

ている２０％を上回る状況となっている。 
  これは、平成１８年１月１日の市町村合併前における１市３町の公債費負担比率が最低で１７．

５％、最高で２２．３％（平成１６年度決算）となっており、既に警戒ラインの１５％を超えてい

る状況の中で①合併構成団体の地方債残高を承継したこと、②市町村合併に伴い、解散した一部事

務組合の債務を承継したことにより、公債費に対する負担が大きい状況となっている。 
  また、公営企業※２においては、市町村合併前の団体において策定した事業計画を引き継いで事

業を推進している状況にあり、地方債の償還財源に充てられている普通会計からの繰出金の増加が

実質公債費比率を高める要因となっている。 
   ※１公債費負担比率 ⇒ 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に占める割合 

   ※２公営企業 ⇒市場事業、国民健康保険直営診療施設勘定事業、介護保険事業、簡易水道事業、下水道事業、 

農業集落排水事業、上水道事業 
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３ 公債費負担適正化方針 

（１） 今後の地方債発行等にかかる方針 

   ①既往債に対する公債費負担の適正化 

     普通会計における平成１８年度末地方債残高は６３０億円ほどとなっており、特別会

計を含めると１，２０７億円の地方債残高となっている。 

     そのうち、５％以上の高利率で借入れた地方債残高は、一般会計で１０億円ほど、特

別会計を含めると５２億円ほどとなっており、地方債の償還に係る利子負担が多額とな

っている状況にある。 

     このことから、後年度に係る公債費負担の軽減を図るため、高利率となる既往債の地

方債残高について、低利率での借り換えを早期に実施する。 

     また、施設の耐用年数に対して償還期間が短い既往債については、耐用年数に即した

償還期間を設定して借り換えを行うことにより、公債費負担の平準化を図ることについ

て検討する。 

  

   ②新規の地方債発行に対する方針 

     国の歳出・歳入一体改革等により一般財源の増加が期待できない状況において、本市

では、合併効果を最大限に生かしていくため、平成１８年度に策定した「花巻市総合計

画」と「行政改革大綱」の政策実行にあたり、その進行管理の方法の一つとして行政評

価を導入したところである。 

     総合計画の初年度である平成１９年度においては、平成２０年度から平成２２年度ま

での実施計画や予算編成に向けた取り組みとして、事務事業評価を実施している。 

     これらの確実な実行により、必要性、緊急性を検証し厳しい事業選択を行いながら、

地方債発行額の抑制を図る。 

 

（２） 公営企業に対する繰出金等にかかる方針 

   下水道事業を始めとする汚水処理施設整備事業にあっては、市町村合併前の団体にお

いて策定した事業計画により事業を推進している状況にあるが、計画策定当時と現況が

乖離している状況にあることから、新市としての統一的な整備方針を策定する必要があ

る。 

   また、使用料等の設定にあっても、市町村合併前の規定を適用しており、同様の施設

利用にもかかわらず基本料金が異なるなどの地域間格差が生じている状況にある。 

   このことから、平成１９年度において新たな「汚水処理基本計画」を策定することと

しており、事業内容の見直しを積極的に進める一方、実質公債費比率を高める要因とな

っている普通会計から特別会計に対する“基準外繰出金”の廃止を目標とし、平成２１

年度適用に向けた使用料体系の見直しを実施する。 

   国民健康保険直営診療施設勘定事業にあっては、平成２０年度から特別会計を廃止し、

指定管理者制度による事業運営を進めることとしており、資金不足に対応するため負担

していた１億円程度の繰出金の軽減を図る。 
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４ 公債費適正化計画の管理方針 

 「公債費負担適正化計画」は、平成１９年度を初年度として平成２５年度までの７か年間 

の実質公債比率の推計を行い、平成２５年度までに１８％未満とすることを目標としている

ところである。 

 今後の管理にあっては、公債費負担適正化計画が花巻市総合計画を基本に策定しているこ

とに鑑み、各年度における実施計画の見直し時において随時算定を行い、本計画に掲げる目標

の確実な達成に向け、前途の「３ 公債費負担適正化方針」に掲げた取組みを行う。  

 

－参考資料－ 

① 今後の地方債予定額 
 

 

 

 

 

 

 

   ②実質公債費比率の推移 

公債費負担適正化計画  岩手県花巻市 

      （単位：億円） 

年        度 19 20 21 22 23 24 25 

発行予定額 64.6 65.4 58.7 46.7 45.2 46.3 48.8 

元金償還額 62.1 61.5 61.5 60.7 60.2 59.0 58.3 

年度末現在高 632.5 642.2 639.4 625.4 610.4 597.7 588.2 

※H20年度において、国民健康保険直営診療施設勘定事業の債務を承継 

      （単位：％） 

年   度 19 20 21 22 23 24 25 

単 年 度 20.3 19.8 19.1 18.5 17.7 16.5 15.7 

３か年平均 19.0 19.7 19.8 19.7 19.1 18.4 17.5 

※３か年平均の数値は前年までの単年度比率の平均となること。 



団体名：

＜既往債等に基づく実質公債費負担の将来推計＞

（単位：千円）
前年度
【決算額】

本年度 第２年度 第３年度 第４年度 第５年度 第６年度 第７年度

(平成18年度) (平成19年度) (平成20年度) (平成21年度) (平成22年度) (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度)

①
公債費充当一般財源等額（繰上償還額、公営企業債
償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除
く。）

7,164,549 7,037,473 6,850,808 6,725,504 6,336,111 5,667,712 5,069,106 4,447,805

②
①で控除した「借換債」に係る公債費充当一般財源等
額（繰上償還額、公営企業債償還額及び満期一括償
還地方債の元金に係る分を除く。）

0 0 0 0 0 0 0 0

③
満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相
当するもの（年度割相当額）等（別紙参考様式２「⑰」欄
の数値を転記）

0 0 0 0 0 0 0 0

④
公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の
財源に充てたと認められる繰入金

1,823,501 2,110,037 2,093,860 1,970,790 1,954,223 1,935,430 1,935,981 1,946,780

⑤
一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められ
る補助金又は負担金

58,955 11,917 0 0 0 0 0 0

⑥ 公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 430,241 375,683 329,899 299,565 243,770 193,118 181,202 145,651

⑦ 一時借入金の利子

⑧
地方債に係る元利償還に要する経費として基準財政
需要額に算入された額

3,424,862 3,384,307 3,248,901 3,188,868 3,125,196 2,977,706 2,857,849 2,665,435

⑨
準元利償還金に要する経費として基準財政需要額に
算入された額

1,429,319 1,479,173 1,585,713 1,623,622 1,551,823 1,527,471 1,527,549 1,499,769

⑩ 標準財政規模 28,570,442 28,570,442 28,570,442 28,570,442 28,570,442 28,570,442 28,570,442 28,570,442

⑪ 実質公債費比率（単年度） 19.4% 19.7% 18.7% 17.6% 16.1% 13.6% 11.5% 9.7%

⑪' 実質公債費比率（３ヶ年度の平均） 17.7% 19.0% 19.5% 19.2% 18.6% 17.4% 15.7% 13.7%

花巻市総括表１



団体名：

＜新規発行を加味した実質公債費負担の将来推計＞

（単位：千円）
前年度
【決算額】

本年度 第２年度 第３年度 第４年度 第５年度 第６年度 第７年度

(平成18年度) (平成19年度) (平成20年度) (平成21年度) (平成22年度) (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度)

①
公債費充当一般財源等額（繰上償還額、公営企業債
償還額及び満期一括償還地方債の元金に係る分を除
く。）

7,164,549 7,065,033 6,978,358 7,005,533 6,950,312 6,918,036 6,836,030 6,806,229

②
①で控除した「借換債」に係る公債費充当一般財源等
額（繰上償還額、公営企業債償還額及び満期一括償
還地方債の元金に係る分を除く。）

0 0 0 0 0 0 0 0

③
満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相
当するもの（年度割相当額）等（別紙参考様式２「⑰」欄
の数値を転記）

0 0 0 0 0 0 0 0

④
公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の
財源に充てたと認められる繰入金

1,823,501 2,110,037 2,093,860 1,970,790 1,954,223 1,935,430 1,935,981 1,946,780

⑤
一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められ
る補助金又は負担金

58,955 11,917 0 0 0 0 0 0

⑥ 公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 430,241 375,683 329,899 299,565 243,770 193,118 181,202 145,651

⑦ 一時借入金の利子

⑧
地方債に係る元利償還に要する経費として基準財政
需要額に算入された額

3,424,862 3,384,307 3,322,329 3,338,576 3,464,436 3,655,184 3,795,230 3,883,678

⑨
準元利償還金に要する経費として基準財政需要額に
算入された額

1,429,319 1,479,173 1,634,112 1,706,224 1,679,297 1,713,573 1,784,720 1,851,179

⑩ 標準財政規模 28,570,442 27,974,109 27,370,864 27,136,012 26,742,634 26,077,450 25,969,859 25,866,200

⑪ 実質公債費比率（単年度） 19.4% 20.3% 19.8% 19.1% 18.5% 17.7% 16.5% 15.7%

⑪' 実質公債費比率（３ヶ年度の平均） 17.8% 19.0% 19.7% 19.8% 19.7% 19.1% 18.4% 17.5%

花巻市総括表２




